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北九州市告示第４３９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年１２月７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１９９ １９９ 

号 

前 北九州市門司区西海岸一丁 

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町 

１１６７番７地先まで 

5.3

～

85.5

46,838.5

  後 北九州市門司区西海岸一丁 

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町 

１１６７番７地先まで 

5.3

～

85.5

46,849.7
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北九州市告示第４４０号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和４年１２月７日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和４年１２月７日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 道路の種類 国道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

１９９ １９９号 北九州市門司区西海岸一丁目４番１０地先から

北九州市八幡西区美吉野町１１６７番７地先まで
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北九州市告示第４４１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年１２月７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

７１ 新門司 

港大里 

線 

前 北九州市門司区大字恒見１ 

３０８番４地先から 

北九州市門司区大里本町二 

丁目３４１７番地先まで 

4.2

～

50.4

11,388.0

  後 北九州市門司区大字恒見１ 

３０８番４地先から 

北九州市門司区大里本町三 

丁目３４１２番２地先まで 

4.2

～

50.4

11,382.3

５０ 八幡戸 

畑線 

前 北九州市八幡東区前田三丁 

目３７番地先から 

北九州市戸畑区幸町２１３ 

番地先まで 

16.4

～

96.3

7,057.8

  後 北九州市八幡東区前田三丁 

目３７番地先から 

北九州市戸畑区幸町１１番 

地先まで 

16.4

～

96.3

7,057.2
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北九州市告示第４４２号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和４年１２月７日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和４年１２月７日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 道路の種類 県道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

７１ 新門司港

大里線

北九州市門司区大字恒見１３０８番４地先から

北九州市門司区大里本町三丁目３４１２番２地先

まで
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北九州市告示第４４３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年１２月７日 

 北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１００５ 青葉台 

５号線 

門司区青葉台４番６地先から 

門司区青葉台１番５地先まで 

3.4

～

6.2

56.7

３９９２ 湯川１ 

５号線 

小倉南区湯川三丁目２０１番 

１７地先から 

小倉南区湯川三丁目１９８番 

６地先まで 

0.7

～

6.0

104.2

３９９３ 湯川１ 

６号線 

小倉南区湯川三丁目２１４番 

４地先から 

小倉南区湯川三丁目２０４番 

９地先まで 

1.2

～

6.1

191.9

６３１３ 朽網西 

５９号 

線 

小倉南区朽網西五丁目１９０ 

５番２４地先から 

小倉南区朽網西五丁目１９０ 

５番２０地先まで 

6.0 53.9

６３２０ 湯川６ 

８号線 

小倉南区湯川三丁目２０６番 

７地先から 

小倉南区湯川三丁目２００番 

１１地先まで 

6.0 34.4

６３２１ 湯川６ 

９号線 

小倉南区湯川三丁目２００番 

８地先から 

6.0 21.1
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 小倉南区湯川三丁目１９６番 

３４地先まで 

６３２６ 蜷田若 

園５２ 

号線 

小倉南区蜷田若園三丁目７４ 

３番１８地先から 

小倉南区蜷田若園三丁目７３ 

９番３３地先まで 

6.0

～

6.9

101.4

６３２７ 蜷田若 

園５３ 

号線 

小倉南区蜷田若園三丁目７４ 

３番２１地先から 

小倉南区蜷田若園三丁目７４ 

３番３３地先まで 

6.0

～

6.1

116.8

６３４１ 東貫２ 

６号線 

小倉南区東貫二丁目３５５３ 

番２３地先から 

小倉南区東貫二丁目３５５３ 

番１７地先まで 

6.0 41.6

５５７４ 洞北町 

９号線 

八幡西区洞北町１番３６地先 

から 

八幡西区洞北町１番２８地先 

まで 

9.9

～

10.9

540.3

５８６６ 洞北町 

１３号 

線 

八幡西区本城五丁目２３２０ 

番１地先から 

八幡西区本城五丁目２番４地 

先まで 

5.5

～

6.5

514.7

７０４０ 南王子 

町１５ 

号線 

八幡西区南王子町４番４４地 

先から 

八幡西区南王子町４番４６地 

先まで 

5.0 43.3

１８９１ 中原東 

４０号 

線 

戸畑区中原東二丁目１０番５ 

５地先から 

戸畑区中原東二丁目１０番４ 

５地先まで 

6.0 108.8

１８９４ 千防３ 

６号線 

戸畑区千防三丁目５１８９番 

１地先から 

5.0

～

95.8
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 戸畑区千防三丁目１１４番地 

先まで 

5.4

１８９５ 千防３ 

７号線 

戸畑区千防三丁目５２５８番 

１地先から 

戸畑区千防二丁目５６１３番 

１地先まで 

5.3

～

9.2

243.5

１８９６ 千防３ 

８号線 

戸畑区千防三丁目５３１０番 

１地先から 

戸畑区千防三丁目５２５３番 

１地先まで 

5.4

～

5.5

75.5

１８９７ 新池３ 

３号線 

戸畑区新池三丁目５３０６番 

１地先から 

戸畑区新池三丁目５２４９番 

２地先まで 

5.5

～

5.7

75.7
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北九州市告示第４４４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年１２月７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１００２ 青葉台 

２号線 

前 門司区光町一丁目２０４番 

４地先から 

門司区青葉台６番４地先ま 

で 

5.1

～

16.3

770.8

  後 門司区光町一丁目２０４番 

４地先から 

門司区青葉台６番４地先ま 

で 

5.1

～

8.0

770.5

１００３ 青葉台 

３号線 

前 門司区青葉台２番１地先か 

ら 

門司区上藤松三丁目山ノ田 

橋まで 

5.8

～

16.6

504.7

  後 門司区青葉台３番４地先か 

ら 

門司区上藤松三丁目山ノ田 

橋まで 

5.8

～

7.6

504.4

１００５ 青葉台 

５号線 

前 門司区青葉台４番１地先か 

ら 

門司区青葉台４番１地先ま 

で 

4.1

～

6.0

18.0

9



  後 門司区青葉台４番６地先か 

ら 

門司区青葉台１番５地先ま 

で 

3.4

～

6.2

56.7

１０１０ 青葉台 

１０号 

線 

前 門司区青葉台４番６地先か 

ら 

門司区青葉台４番１３地先 

まで 

3.8

～

7.1

113.2

  後 門司区青葉台４番１２地先 

から 

門司区青葉台４番１３地先 

まで 

3.5

～

4.2

112.0

２１５６ 大里本 

町２５ 

号線 

前 門司区大里本町二丁目３５ 

０５番１地先から 

門司区大里本町二丁目３４ 

９９番４地先まで 

2.5

～

3.3

108.4

  後 門司区大里本町二丁目６４ 

２９番地先から 

門司区大里本町二丁目３４ 

９９番４地先まで 

2.5

～

3.2

107.5

２１５７ 大里本 

町２６ 

号線 

前 門司区大里本町二丁目３４ 

８３番地先から 

門司区大里本町二丁目３４ 

９１番２地先まで 

1.2

～

2.8

41.5

  後 門司区大里本町二丁目３４ 

８３番１地先から 

門司区大里本町二丁目３４ 

９１番２地先まで 

1.2

～

1.3

41.5

２１５８ 大里本 

町２７ 

号線 

前 門司区大里本町二丁目３４ 

１７番地先から 

門司区大里本町二丁目３４ 

８０番地先まで 

1.1

～

6.0

50.4
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  後 門司区大里本町二丁目３４ 

１７番１地先から 

門司区大里本町二丁目３４ 

８０番２地先まで 

1.1

～

5.3

47.6

２１５９ 大里本 

町２８ 

号線 

前 門司区大里本町三丁目３３ 

８９番２地先から 

門司区大里本町三丁目３４ 

１２番地先まで 

2.9 42.6

  後 門司区大里本町三丁目３３ 

８９番２地先から 

門司区大里本町三丁目３４ 

１２番１地先まで 

2.7

～

2.8

42.0

２１６４ 大里本 

町３３ 

号線 

前 門司区大里本町三丁目３３ 

６６番１地先から 

門司区大里本町三丁目３３ 

２８番１地先まで 

2.2

～

4.5

68.7

  後 門司区大里本町三丁目３３ 

６６番１地先から 

門司区大里本町三丁目３３ 

２８番６地先まで 

2.7

～

4.5

68.3

２７７１ 大里本 

町４３ 

号線 

前 門司区大里本町三丁目３４ 

１３番１地先から 

門司区大里本町三丁目６番 

１０２地先まで 

5.2

～

9.9

280.8

  後 門司区大里本町三丁目３４ 

１３番１地先から 

門司区大里本町三丁目６番 

１０２地先まで 

5.1

～

13.1

281.6

３２０２ 大里本 

町５２ 

号線 

前 門司区中町３３３８番６地 

先から 

門司区大里本町三丁目３３ 

７７番３地先まで 

9.0

～

9.5

277.8
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  後 門司区中町３３３８番６地 

先から 

門司区大里本町三丁目６番 

１０４地先まで 

8.9

～

9.5

275.9

３２０３ 大里本 

町５３ 

号線 

前 門司区大里本町三丁目３３ 

７８番１の１地先から 

門司区大里本町三丁目３３ 

７８番１の２地先まで 

3.5

～

4.0

41.6

  後 門司区大里本町三丁目１１ 

番１０１地先から 

門司区大里本町三丁目３３ 

７８番２地先まで 

3.5

～

4.0

41.8

５３６ 愛宕中 

井口１ 

号線 

前 小倉北区愛宕一丁目２３０ 

６番１１地先から 

小倉北区中井口１０番４地 

先まで 

4.8

～

26.7

1,838.7

  後 小倉北区愛宕一丁目２３０ 

６番１１地先から 

小倉北区中井口１０番４地 

先まで 

19.3

～

26.7

1,843.4

７３９ 中井口 

中井１ 

号線 

前 小倉北区中井口２番１地先 

から 

小倉北区中井一丁目２８番 

３地先まで 

5.8

～

8.7

521.0

  後 小倉北区中井口２番１地先 

から 

小倉北区中井一丁目２８番 

３地先まで 

5.8

～

8.8

521.4

１３２７ 大手町 

１号線 

前 小倉北区大手町２０番１地 

先から 

小倉北区大手町１４番３地 

先まで 

3.2

～

23.0

486.8
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  後 小倉北区大手町２０番１地 

先から 

小倉北区大手町１４番３地 

先まで 

3.2

～

23.0

486.9

１３２９ 大手町 

３号線 

前 小倉北区大手町２２番１地 

先から 

小倉北区大手町２０番３地 

先まで 

11.9

～

12.0

213.7

  後 小倉北区大手町２２番１地 

先から 

小倉北区大手町２０番３地 

先まで 

11.9

～

12.0

213.7

２６２８ 中井口 

１号線 

前 小倉北区中井口１３３８番 

９地先から 

小倉北区中井口２８４０番 

２地先まで 

3.9

～

7.9

114.5

  後 小倉北区中井口１３３８番 

９地先から 

小倉北区中井口２８３６番 

１０地先まで 

3.9

～

5.0

96.5

２６２９ 中井口 

２号線 

前 小倉北区中井口１０番４地 

先から 

小倉北区中井口１０番１３ 

地先まで 

5.5

～

6.0

105.9

  後 小倉北区中井口１０番４地 

先から 

小倉北区中井口１０番１３ 

地先まで 

5.5

～

6.7

106.2

２６３０ 中井口 

３号線 

前 小倉北区中井口１０番５地 

先から 

小倉北区中井口９番１０地 

先まで 

6.0 80.1

13



  後 小倉北区中井口１０番５地 

先から 

小倉北区中井口９番１０地 

先まで 

6.0 78.8

２６３２ 中井口 

５号線 

前 小倉北区中井口９番１地先 

から 

小倉北区中井口６番３地先 

まで 

5.8

～

7.1

97.3

  後 小倉北区中井口９番１地先 

から 

小倉北区中井口６番３地先 

まで 

5.8

～

7.1

97.0

２６３６ 中井口 

９号線 

前 小倉北区中井口８番１地先 

から 

小倉北区中井口２番２３地 

先まで 

4.0

～

4.1

71.3

  後 小倉北区中井口８番１地先 

から 

小倉北区中井口２番２３地 

先まで 

3.9

～

4.1

68.5

２６３８ 中井口 

１１号 

線 

前 小倉北区中井口１３２２番 

３地先から 

小倉北区中井浜１３５６番 

地先まで 

1.8

～

6.9

248.5

  後 小倉北区中井口１３５５番 

２地先から 

小倉北区中井浜１３５６番 

地先まで 

1.8

～

5.5

237.4

２９９９ 日明４ 

５号線 

前 小倉北区日明五丁目２７４ 

９番３地先から 

小倉北区日明五丁目２７３ 

０番６地先まで 

2.4

～

5.1

52.2
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  後 小倉北区日明五丁目２７４ 

９番３地先から 

小倉北区日明五丁目２７３ 

０番４地先まで 

2.3

～

4.5

36.9

３０２７ 中井口 

１３号 

線 

前 小倉北区中井口１３２４番 

１地先から 

小倉北区中井浜３０番９地 

先まで 

2.3

～

3.8

90.1

  後 小倉北区中井口１３２４番 

１地先から 

小倉北区中井浜３０番９地 

先まで 

1.5

～

2.6

89.5

７３６ 蜷田若 

園横代 

北町１ 

号線 

前 小倉南区蜷田若園三丁目５ 

２２番１地先から 

小倉南区横代北町二丁目８ 

６０番２地先まで 

4.3

～

10.5

826.1

  後 小倉南区蜷田若園三丁目５ 

２２番１地先から 

小倉南区横代北町二丁目８ 

６０番２地先まで 

4.3

～

10.5

826.0

３２０９ 蜷田若 

園２号 

線 

前 小倉南区蜷田若園三丁目７ 

５７番２地先から 

小倉南区蜷田若園三丁目７ 

４９番１地先まで 

2.7

～

3.3

98.8

  後 小倉南区蜷田若園三丁目７ 

５０番１地先から 

小倉南区蜷田若園三丁目７ 

４３番２８地先まで 

2.9

～

5.3

99.2

３２１０ 蜷田若 

園３号 

線 

前 小倉南区蜷田若園一丁目２ 

５７番地先から 

小倉南区蜷田若園二丁目５ 

５６番２地先まで 

2.0

～

14.0

846.1
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  後 小倉南区蜷田若園一丁目２ 

５７番地先から 

小倉南区蜷田若園三丁目５ 

５５番１地先まで 

2.0

～

14.0

845.6

３９９１ 湯川１ 

４号線 

前 小倉南区湯川三丁目１９３ 

番６地先から 

小倉南区湯川三丁目１９６ 

番２５地先まで 

2.3

～

7.1

244.6

  後 小倉南区湯川三丁目１９３ 

番６地先から 

小倉南区湯川三丁目１９６ 

番２５地先まで 

2.3

～

7.1

243.6

３９９２ 湯川１ 

５号線 

前 小倉南区湯川三丁目２０１ 

番２１地先から 

小倉南区湯川三丁目１９８ 

番６地先まで 

0.7

～

1.4

23.2

  後 小倉南区湯川三丁目２０１ 

番１７地先から 

小倉南区湯川三丁目１９８ 

番６地先まで 

0.7

～

6.0

104.2

３９９３ 湯川１ 

６号線 

前 小倉南区湯川三丁目２１４ 

番４地先から 

小倉南区湯川三丁目２０５ 

番１３地先まで 

1.2

～

6.1

75.3

  後 小倉南区湯川三丁目２１４ 

番４地先から 

小倉南区湯川三丁目２０４ 

番９地先まで 

1.2

～

6.1

191.9

３９９５ 湯川１ 

８号線 

前 小倉南区湯川三丁目１９７ 

番１地先から 

小倉南区湯川三丁目２０９ 

番１地先まで 

1.1

～

3.4

81.8
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  後 小倉南区湯川三丁目１９７ 

番１地先から 

小倉南区湯川三丁目２０９ 

番１地先まで 

1.8

～

3.0

82.9

４６３７ 朽網西 

１号線 

前 小倉南区朽網西五丁目１９ 

０４番２８地先から 

小倉南区朽網西五丁目１９ 

０４番３０地先まで 

4.7

～

6.0

123.5

  後 小倉南区朽網西五丁目１９ 

０４番２８地先から 

小倉南区朽網西五丁目１９ 

０４番３０地先まで 

4.7

～

6.1

123.4

４７４９ 湯川５ 

４号線 

前 小倉南区湯川三丁目２１７ 

番１０地先から 

小倉南区湯川三丁目２１７ 

番８地先まで 

4.0

～

4.1

46.9

  後 小倉南区湯川三丁目２１７ 

番１０地先から 

小倉南区湯川三丁目２１７ 

番８地先まで 

4.0

～

4.1

47.8

５６７６ 東貫１ 

５号線 

前 小倉南区東貫二丁目３５５ 

７番２地先から 

小倉南区東貫二丁目３５５ 

２番１地先まで 

6.0 101.1

  後 小倉南区東貫二丁目３５５ 

７番２地先から 

小倉南区東貫二丁目３５５ 

２番４地先まで 

6.0

～

6.1

100.9

５９４３ 朽網西 

４７号 

線 

前 小倉南区朽網西五丁目１９ 

０６番地先から 

小倉南区朽網西五丁目１９ 

２０番地先まで 

3.2

～

4.7

134.6
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  後 小倉南区朽網西五丁目１９ 

０５番２１地先から 

小倉南区朽網西五丁目１９ 

２０番地先まで 

3.6

～

5.3

135.7

６１３４ 朽網西 

５３号 

線 

前 小倉南区朽網西五丁目１５ 

７９番６地先から 

小倉南区朽網西五丁目１９ 

０５番９地先まで 

3.0

～

8.7

109.8

  後 小倉南区朽網西五丁目１５ 

７９番６地先から 

小倉南区朽網西五丁目１９ 

０５番９地先まで 

3.0

～

8.7

109.5

６２３０ 蜷田若 

園４７ 

号線 

前 小倉南区蜷田若園三丁目７ 

０６番１地先から 

小倉南区蜷田若園三丁目７ 

４０番２地先まで 

6.1

～

6.4

128.0

  後 小倉南区蜷田若園三丁目７ 

０６番１地先から 

小倉南区蜷田若園三丁目７ 

３９番１地先まで 

6.0

～

6.4

128.0

２５２３ 洞北町 

４号線 

前 八幡西区洞北町１番６地先 

から 

八幡西区洞北町１番３３地 

先まで 

9.4

～

18.0

260.1

  後 八幡西区洞北町１番６地先 

から 

八幡西区洞北町１番３３地 

先まで 

9.4

～

10.0

259.7

２９７３ 小鷺田 

町２号 

線 

前 八幡西区小鷺田町５番１地 

先から 

八幡西区小鷺田町４番１地 

先まで 

5.7

～

9.0

242.9
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  後 八幡西区小鷺田町５番１地 

先から 

八幡西区小鷺田町４番１地 

先まで 

5.7

～

7.2

243.9

２９７４ 小鷺田 

町３号 

線 

前 八幡西区小鷺田町６番１地 

先から 

八幡西区小鷺田町６番３地 

先まで 

3.8

～

4.2

102.3

  後 八幡西区小鷺田町６番１地 

先から 

八幡西区小鷺田町６番３地 

先まで 

3.8

～

6.0

102.5

５２３０ 南王子 

町２号 

線 

前 八幡西区南王子町２番４地 

先から 

八幡西区南王子町６番地先 

まで 

4.4

～

6.3

245.0

  後 八幡西区南王子町２番４地 

先から 

八幡西区南王子町６番１地 

先まで 

4.4

～

6.3

244.7

５２３２ 南王子 

町４号 

線 

前 八幡西区南王子町４番１地 

先から 

八幡西区南王子町６番地先 

まで 

6.8

～

7.8

225.4

  後 八幡西区南王子町４番１地 

先から 

八幡西区南王子町６番１地 

先まで 

6.4

～

7.4

226.1

５８６４ 洞北町 

１１号 

線 

前 八幡西区洞北町１番６２地 

先から 

八幡西区洞北町２番１地先 

まで 

16.0

～

16.2

659.8
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  後 八幡西区洞北町１番６２地 

先から 

八幡西区洞北町洞北橋まで 

16.0

～

16.2

589.3

６０２６ 笹田野 

面２号 

線 

前 八幡西区星ケ丘七丁目１番 

１０８地先から 

八幡西区星ケ丘七丁目３番 

１０２地先まで 

5.9

～

9.0

937.7

  後 八幡西区星ケ丘七丁目１番 

１０８地先から 

八幡西区星ケ丘七丁目３番 

１０２地先まで 

5.9

～

9.0

929.4

５０２ 新池２ 

号線 

前 戸畑区千防一丁目４４番９ 

地先から 

戸畑区新池一丁目５２５０ 

番１地先まで 

35.3

～

39.2

682.5

  後 戸畑区千防一丁目４４番９ 

地先から 

戸畑区新池三丁目５２５０ 

番１地先まで 

35.3

～

39.2

682.5

５０６ 千防１ 

号線 

前 戸畑区中原新町１１４番６ 

２地先から 

戸畑区千防三丁目５１９８ 

番８地先まで 

5.0

～

41.4

858.3

  後 戸畑区中原新町１１４番６ 

２地先から 

戸畑区千防三丁目５１８９ 

番２地先まで 

5.0

～

41.1

850.6

５０７ 千防２ 

号線 

前 戸畑区千防一丁目１９４番 

地先から 

戸畑区千防三丁目５２６６ 

番１地先まで 

19.8

～

20.4

860.4

  後 戸畑区千防一丁目１９４番 19.7 857.3
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地先から 

戸畑区千防三丁目５２６６ 

番１地先まで 

～

20.4

５０８ 小芝１ 

号線 

前 戸畑区小芝三丁目２９番地 

先から 

戸畑区小芝三丁目１３１番 

地先まで 

8.0

～

11.0

323.2

  後 戸畑区小芝三丁目２９番地 

先から 

戸畑区小芝三丁目１３１番 

地先まで 

8.0

～

11.0

323.2

５１３ 新池中 

原東１ 

号線 

前 戸畑区新池三丁目５１０２ 

番１１地先から 

戸畑区中原東三丁目中原橋 

まで 

4.0

～

30.2

2,019.9

  後 戸畑区新池三丁目５２４０ 

番２地先から 

戸畑区中原東四丁目中原橋 

まで 

22.0

～

31.7

2,011.2

７０６ 中原西 

１号線 

前 戸畑区中原西三丁目１６９ 

番地先から 

戸畑区中原西三丁目２番６ 

０地先まで 

5.0

～

5.2

447.1

  後 戸畑区中原西三丁目１６９ 

番地先から 

戸畑区中原西三丁目２番６ 

０地先まで 

4.8

～

5.2

447.2

１１４６ 小芝１ 

２号線 

前 戸畑区小芝三丁目１４８番 

地先から 

戸畑区小芝三丁目１５９番 

地先まで 

2.5

～

2.8

52.7

  後 戸畑区小芝三丁目１４８番 2.6 52.8
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地先から 

戸畑区小芝三丁目１５９番 

地先まで 

～

2.8

１１４９ 小芝１ 

５号線 

前 戸畑区小芝三丁目５３番地 

先から 

戸畑区小芝三丁目３０番地 

先まで 

3.5

～

4.0

166.2

  後 戸畑区小芝三丁目５３番１ 

地先から 

戸畑区小芝三丁目３０番地 

先まで 

3.5

～

4.0

160.8

１１６４ 小芝３ 

０号線 

前 戸畑区小芝三丁目２２番３ 

地先から 

戸畑区小芝三丁目５２２７ 

番５地先まで 

5.3

～

5.4

160.9

  後 戸畑区小芝三丁目２２番３ 

地先から 

戸畑区小芝三丁目５２２７ 

番５地先まで 

5.3

～

5.5

154.1

１１６５ 小芝３ 

１号線 

前 戸畑区小芝三丁目６９番地 

先から 

戸畑区小芝三丁目１３４番 

地先まで 

5.0

～

5.6

317.3

  後 戸畑区小芝三丁目６９番地 

先から 

戸畑区小芝三丁目１３４番 

地先まで 

5.4

～

5.6

317.2

１２２３ 三六町 

３号線 

前 戸畑区三六町５３２７番地 

先から 

戸畑区三六町５２７０番２ 

地先まで 

5.3

～

5.4

92.6

  後 戸畑区三六町５３２７番地 5.3 92.5
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先から 

戸畑区三六町５２７０番２ 

地先まで 

～

5.5

１２２４ 三六町 

４号線 

前 戸畑区三六町５３３５番地 

先から 

戸畑区三六町５２７１番４ 

地先まで 

5.2

～

5.4

109.1

  後 戸畑区三六町５３３５番地 

先から 

戸畑区三六町５２７１番４ 

地先まで 

5.2

～

5.4

109.2

１２２５ 三六町 

５号線 

前 戸畑区三六町５２７４番１ 

地先から 

戸畑区三六町５２７５番１ 

１地先まで 

2.6 36.9

  後 戸畑区三六町５２７４番９ 

地先から 

戸畑区三六町５２７５番１ 

１地先まで 

2.6

～

2.7

37.4

１２２６ 三六町 

６号線 

前 戸畑区三六町５３３９番１ 

地先から 

戸畑区三六町５２７５番３ 

地先まで 

5.3 125.0

  後 戸畑区三六町５３３９番１ 

地先から 

戸畑区三六町５２７５番３ 

地先まで 

5.3

～

5.5

125.5

１２２９ 三六町 

９号線 

前 戸畑区三六町６０番地先か 

ら 

戸畑区三六町５２０６番２ 

地先まで 

2.8

～

3.8

203.3

  後 戸畑区三六町６０番１地先 2.6 197.3
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から 

戸畑区三六町５２０６番２ 

地先まで 

～

4.1

１２３０ 三六町 

１０号 

線 

前 戸畑区三六町１０番１地先 

から 

戸畑区三六町５２０７番地 

先まで 

5.1

～

5.4

194.4

  後 戸畑区三六町１０番１地先 

から 

戸畑区三六町５２０７番１ 

地先まで 

5.1

～

5.4

185.3

１２３１ 三六町 

１１号 

線 

前 戸畑区三六町１番１地先か 

ら 

戸畑区三六町５２２０番２ 

地先まで 

2.8

～

3.8

186.1

  後 戸畑区三六町１番１地先か 

ら 

戸畑区三六町５２２０番２ 

地先まで 

2.5

～

3.8

174.6

１２３２ 三六町 

１２号 

線 

前 戸畑区三六町５２番地先か 

ら 

戸畑区三六町５２２１番５ 

地先まで 

5.1

～

5.5

177.8

  後 戸畑区三六町５２番地先か 

ら 

戸畑区三六町５２２１番５ 

地先まで 

5.1

～

5.5

171.4

１２３３ 三六町 

１３号 

線 

前 戸畑区三六町２０番２地先 

から 

戸畑区三六町５２２１番３ 

地先まで 

3.6 169.3

  後 戸畑区三六町２０番２地先 2.6 162.6
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から 

戸畑区三六町５２２１番３ 

地先まで 

～

3.6

１２５５ 新池５ 

号線 

前 戸畑区新池三丁目５１０２ 

番４地先から 

戸畑区新池三丁目５１０３ 

番６地先まで 

4.0

～

8.0

36.8

  後 戸畑区新池三丁目５１０３ 

番６地先から 

戸畑区新池三丁目５１００ 

番３地先まで 

4.5

～

7.2

26.4

１２５８ 新池８ 

号線 

前 戸畑区新池三丁目５１０５ 

番５地先から 

戸畑区新池三丁目５１２４ 

番１５地先まで 

2.6

～

3.3

107.8

  後 戸畑区新池三丁目５１０５ 

番５地先から 

戸畑区新池三丁目５１２４ 

番２地先まで 

2.6

～

3.3

95.9

１２７６ 新池２ 

６号線 

前 戸畑区新池三丁目５１００ 

番２地先から 

戸畑区新池三丁目５１０９ 

番１地先まで 

3.0 65.0

  後 戸畑区新池三丁目５１００ 

番２地先から 

戸畑区新池三丁目５１０９ 

番１地先まで 

2.8

～

3.0

53.8

１２７７ 新池２ 

７号線 

前 戸畑区新池三丁目５１０４ 

番３地先から 

戸畑区新池一丁目８３番４ 

地先まで 

5.2

～

5.6

604.9

  後 戸畑区新池三丁目５１０４ 5.2 604.9
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番３地先から 

戸畑区新池一丁目８３番４ 

地先まで 

～

5.6

１２７８ 新池２ 

８号線 

前 戸畑区新池三丁目５１１４ 

番６地先から 

戸畑区新池三丁目５３０１ 

番地先まで 

5.6

～

6.4

246.4

  後 戸畑区新池三丁目５１１４ 

番６地先から 

戸畑区新池三丁目５３０１ 

番地先まで 

5.4

～

5.8

246.1

１２７９ 新池２ 

９号線 

前 戸畑区新池三丁目５１１２ 

番１地先から 

戸畑区新池三丁目５１４３ 

番２地先まで 

2.7

～

3.4

173.7

  後 戸畑区新池三丁目５１１２ 

番１地先から 

戸畑区新池三丁目５１４３ 

番２地先まで 

2.7

～

3.4

161.7

１３６５ 千防２ 

７号線 

前 戸畑区千防三丁目１番４地 

先から 

戸畑区千防三丁目５１６８ 

番２地先まで 

3.0

～

3.2

221.7

  後 戸畑区千防三丁目１番４地 

先から 

戸畑区千防三丁目５１６８ 

番２地先まで 

2.7

～

3.2

209.4

１３６７ 千防２ 

９号線 

前 戸畑区千防三丁目１５番地 

先から 

戸畑区千防三丁目５１８１ 

番１地先まで 

2.4

～

3.3

227.2

  後 戸畑区千防三丁目１５番地 2.4 214.9
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先から 

戸畑区千防三丁目５１８１ 

番１地先まで 

～

3.3

１３６８ 千防３ 

０号線 

前 戸畑区千防三丁目２１１番 

地先から 

戸畑区千防一丁目１５番２ 

地先まで 

5.4

～

9.6

833.6

  後 戸畑区千防三丁目２１１番 

地先から 

戸畑区千防一丁目１５番２ 

地先まで 

5.3

～

9.6

833.6

１３６９ 千防３ 

１号線 

前 戸畑区千防三丁目１４２番 

地先から 

戸畑区千防三丁目５１８８ 

番３地先まで 

2.8

～

3.5

225.3

  後 戸畑区千防三丁目１４２番 

地先から 

戸畑区千防三丁目５１８８ 

番３地先まで 

2.6

～

3.5

212.8

１４５０ 中原西 

１０号 

線 

前 戸畑区中原西二丁目５４番 

１地先から 

戸畑区中原西二丁目５９番 

１地先まで 

3.8

～

4.0

60.8

  後 戸畑区中原西二丁目５４番 

７地先から 

戸畑区中原西二丁目５９番 

１地先まで 

3.8

～

4.0

60.8

１４５５ 中原西 

１５号 

線 

前 戸畑区中原西三丁目１番２ 

１地先から 

戸畑区中原西三丁目１番９ 

地先まで 

4.0

～

5.0

165.4

  後 戸畑区中原西三丁目１番２ 4.0 158.9
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１地先から 

戸畑区中原西三丁目１番９ 

地先まで 

～

5.6

１４６６ 中原西 

２６号 

線 

前 戸畑区中原西一丁目１番３ 

地先から 

戸畑区中原西一丁目７７番 

１地先まで 

6.0

～

7.0

316.3

  後 戸畑区中原西一丁目１番３ 

地先から 

戸畑区中原西一丁目７７番 

１地先まで 

5.8

～

6.1

316.3

１４６７ 中原西 

２７号 

線 

前 戸畑区中原西二丁目１３番 

地先から 

戸畑区中原西二丁目６番１ 

２地先まで 

7.9

～

9.1

317.1

  後 戸畑区中原西二丁目１３番 

地先から 

戸畑区中原西二丁目６番１ 

２地先まで 

7.9

～

9.1

317.1

１４６８ 中原西 

２８号 

線 

前 戸畑区中原西二丁目１番５ 

地先から 

戸畑区中原西二丁目１１６ 

番地先まで 

5.8

～

6.1

333.8

  後 戸畑区中原西二丁目１番５ 

地先から 

戸畑区中原西二丁目１１６ 

番地先まで 

5.8

～

6.1

333.8

１４６９ 中原西 

２９号 

線 

前 戸畑区中原西二丁目１３番 

地先から 

戸畑区中原西二丁目１１０ 

番地先まで 

5.7

～

6.1

361.7

  後 戸畑区中原西二丁目１３番 5.7 361.8
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地先から 

戸畑区中原西二丁目１１０ 

番地先まで 

～

6.1

１４７３ 中原西 

３３号 

線 

前 戸畑区中原西三丁目２番６ 

２地先から 

戸畑区中原西三丁目２番６ 

８地先まで 

3.9

～

4.0

47.0

  後 戸畑区中原西三丁目２番６ 

２地先から 

戸畑区中原西三丁目２番６ 

８地先まで 

3.9

～

4.0

47.0

１４７４ 中原東 

２号線 

前 戸畑区中原東二丁目１００ 

番１２地先から 

戸畑区大字中原４６番１９ 

地先まで 

3.0

～

24.1

157.5

  後 戸畑区中原東四丁目４５番 

１１地先から 

戸畑区大字中原４６番１９ 

地先まで 

3.0

～

24.1

142.2

１４８２ 中原東 

１０号 

線 

前 戸畑区中原東一丁目１番１ 

地先から 

戸畑区中原東二丁目１０番 

８地先まで 

4.7

～

5.4

461.6

  後 戸畑区中原東一丁目１番１ 

地先から 

戸畑区中原東二丁目１０番 

８地先まで 

4.7

～

5.7

461.5

１４８６ 中原東 

１４号 

線 

前 戸畑区中原東三丁目１３番 

４地先から 

戸畑区中原東三丁目１３番 

１地先まで 

5.6 87.8

  後 戸畑区中原東三丁目１３番 5.8 86.9
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２地先から 

戸畑区中原東三丁目１３番 

１地先まで 

～

6.0

１４８７ 中原東 

１５号 

線 

前 戸畑区中原東二丁目１５番 

１地先から 

戸畑区中原東二丁目９番３ 

地先まで 

6.9

～

8.8

523.6

  後 戸畑区中原東二丁目１５番 

１地先から 

戸畑区中原東二丁目９番３ 

地先まで 

6.9

～

8.8

523.3

１４８９ 中原東 

１７号 

線 

前 戸畑区中原東三丁目１３番 

３地先から 

戸畑区中原東三丁目１２番 

２地先まで 

5.0

～

8.5

408.7

  後 戸畑区中原東三丁目１３番 

３地先から 

戸畑区中原東三丁目１２番 

２地先まで 

5.0

～

8.7

410.3

１４９４ 中原東 

２２号 

線 

前 戸畑区中原東二丁目８番２ 

地先から 

戸畑区中原東二丁目６番１ 

地先まで 

3.4

～

4.0

197.9

  後 戸畑区中原東二丁目８番７ 

地先から 

戸畑区中原東二丁目６番１ 

地先まで 

3.1

～

4.0

197.3

１５０３ 中原東 

３１号 

線 

前 戸畑区中原東二丁目７番４ 

地先から 

戸畑区中原東二丁目６番６ 

地先まで 

6.0 87.8

  後 戸畑区中原東二丁目７番４ 6.0 87.2
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地先から 

戸畑区中原東二丁目６番６ 

地先まで 

１５０８ 中原東 

３６号 

線 

前 戸畑区中原東二丁目１０番 

１６地先から 

戸畑区中原東二丁目９番１ 

地先まで 

4.0 76.0

  後 戸畑区中原東二丁目１０番 

４５地先から 

戸畑区中原東二丁目９番１ 

地先まで 

4.0

～

4.1

74.6
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北九州市告示第４４５号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和４年１２月７日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。

  令和４年１２月７日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 道路の種類 市道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

１００２ 青葉台２

号線

門司区光町一丁目２０４番４地先から

門司区青葉台６番４地先まで

１００３ 青葉台３

号線

門司区青葉台３番４地先から

門司区上藤松三丁目山ノ田橋まで

１００５ 青葉台５

号線

門司区青葉台４番６地先から

門司区青葉台１番５地先まで

１０１０ 青葉台１

０号線

門司区青葉台４番１２地先から

門司区青葉台４番１３地先まで

２１５６ 大里本町

２５号線

門司区大里本町二丁目６４２９番地先から

門司区大里本町二丁目３４９９番４地先まで

２１５９ 大里本町

２８号線

門司区大里本町三丁目３３８９番２地先から

門司区大里本町三丁目３４１２番１地先まで

２１６４ 大里本町

３３号線

門司区大里本町三丁目３３６６番１地先から

門司区大里本町三丁目３３２８番６地先まで

２７７１ 大里本町

４３号線

門司区大里本町三丁目３４１３番１地先から

門司区大里本町三丁目６番１０２地先まで

３２０３ 大里本町

５３号線

門司区大里本町三丁目１１番１０１地先から

門司区大里本町三丁目３３７８番２地先まで

５３６ 愛宕中井 小倉北区愛宕一丁目２３０６番１１地先から
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口１号線 小倉北区中井口１０番４地先まで

７３９ 中井口中

井１号線

小倉北区中井口２番１地先から

小倉北区中井一丁目２８番３地先まで

１３２７ 大手町１

号線

小倉北区大手町２０番１地先から

小倉北区大手町１４番３地先まで

１３２９ 大手町３

号線

小倉北区大手町２２番１地先から

小倉北区大手町２０番３地先まで

２６２８ 中井口１

号線

小倉北区中井口１３３８番９地先から

小倉北区中井口２８３６番１０地先まで

２６２９ 中井口２

号線

小倉北区中井口１０番４地先から

小倉北区中井口１０番１３地先まで

２６３２ 中井口５

号線

小倉北区中井口９番１地先から

小倉北区中井口６番３地先まで

２６３６ 中井口９

号線

小倉北区中井口８番１地先から

小倉北区中井口２番２３地先まで

２６３８ 中井口１

１号線

小倉北区中井口１３５５番２地先から

小倉北区中井浜１３５６番地先まで

２９９９ 日明４５

号線

小倉北区日明五丁目２７４９番３地先から

小倉北区日明五丁目２７３０番４地先まで

３０２７ 中井口１

３号線

小倉北区中井口１３２４番１地先から

小倉北区中井浜３０番９地先まで

７３６ 蜷田若園

横代北町

１号線

小倉南区蜷田若園三丁目５２２番１地先から

小倉南区横代北町二丁目８６０番２地先まで

３２０９ 蜷田若園

２号線

小倉南区蜷田若園三丁目７５０番１地先から

小倉南区蜷田若園三丁目７４３番２８地先まで

３２１０ 蜷田若園

３号線

小倉南区蜷田若園一丁目２５７番地先から

小倉南区蜷田若園三丁目５５５番１地先まで
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３９９１ 湯川１４

号線

小倉南区湯川三丁目１９３番６地先から

小倉南区湯川三丁目１９６番２５地先まで

３９９２ 湯川１５

号線

小倉南区湯川三丁目２０１番１７地先から

小倉南区湯川三丁目１９８番６地先まで

３９９３ 湯川１６

号線

小倉南区湯川三丁目２１４番４地先から

小倉南区湯川三丁目２０４番９地先まで

３９９５ 湯川１８

号線

小倉南区湯川三丁目１９７番１地先から

小倉南区湯川三丁目２０９番１地先まで

４６３７ 朽網西１

号線

小倉南区朽網西五丁目１９０４番２８地先から

小倉南区朽網西五丁目１９０４番３０地先まで

４７４９ 湯川５４

号線

小倉南区湯川三丁目２１７番１０地先から

小倉南区湯川三丁目２１７番８地先まで

５６７６ 東貫１５

号線

小倉南区東貫二丁目３５５７番２地先から

小倉南区東貫二丁目３５５２番４地先まで

５９４３ 朽網西４

７号線

小倉南区朽網西五丁目１９０５番２１地先から

小倉南区朽網西五丁目１９２０番地先まで

６１３４ 朽網西５

３号線

小倉南区朽網西五丁目１５７９番６地先から

小倉南区朽網西五丁目１９０５番９地先まで

６３１３ 朽網西５

９号線

小倉南区朽網西五丁目１９０５番２４地先から

小倉南区朽網西五丁目１９０５番２０地先まで

６３２０ 湯川６８

号線

小倉南区湯川三丁目２０６番７地先から

小倉南区湯川三丁目２００番１１地先まで

６３２１ 湯川６９

号線

小倉南区湯川三丁目２００番８地先から

小倉南区湯川三丁目１９６番３４地先まで

６３２６ 蜷田若園

５２号線

小倉南区蜷田若園三丁目７４３番１８地先から

小倉南区蜷田若園三丁目７３９番３３地先まで

６３２７ 蜷田若園

５３号線

小倉南区蜷田若園三丁目７４３番２１地先から

小倉南区蜷田若園三丁目７４３番３３地先まで

34



６３４１ 東貫２６

号線

小倉南区東貫二丁目３５５３番２３地先から

小倉南区東貫二丁目３５５３番１７地先まで

２５２３ 洞北町４

号線

八幡西区洞北町１番６地先から

八幡西区洞北町１番３３地先まで

２９７３ 小鷺田町

２号線

八幡西区小鷺田町５番１地先から

八幡西区小鷺田町４番１地先まで

２９７４ 小鷺田町

３号線

八幡西区小鷺田町６番１地先から

八幡西区小鷺田町６番３地先まで

５２３０ 南王子町

２号線

八幡西区南王子町２番４地先から

八幡西区南王子町６番１地先まで

５２３２ 南王子町

４号線

八幡西区南王子町４番１地先から

八幡西区南王子町６番１地先まで

５５７４ 洞北町９

号線

八幡西区洞北町１番３６地先から

八幡西区洞北町１番２８地先まで

５８６４ 洞北町１

１号線

八幡西区洞北町１番６２地先から

八幡西区洞北町洞北橋まで

５８６６ 洞北町１

３号線

八幡西区本城五丁目２３２０番１地先から

八幡西区本城五丁目２番４地先まで

７０４０ 南王子町

１５号線

八幡西区南王子町４番４４地先から

八幡西区南王子町４番４６地先まで

５０２ 新池２号

線

戸畑区千防一丁目４４番９地先から

戸畑区新池三丁目５２５０番１地先まで

５０６ 千防１号

線

戸畑区中原新町１１４番６２地先から

戸畑区千防三丁目５１８９番２地先まで

５０７ 千防２号

線

戸畑区千防一丁目１９４番地先から

戸畑区千防三丁目５２６６番１地先まで

５０８ 小芝１号

線

戸畑区小芝三丁目２９番地先から

戸畑区小芝三丁目１３１番地先まで

35



５１３ 新池中原

東１号線

戸畑区新池三丁目５２４０番２地先から

戸畑区中原東四丁目中原橋まで

７０６ 中原西１

号線

戸畑区中原西三丁目１６９番地先から

戸畑区中原西三丁目２番６０地先まで

１１４６ 小芝１２

号線

戸畑区小芝三丁目１４８番地先から

戸畑区小芝三丁目１５９番地先まで

１１４９ 小芝１５

号線

戸畑区小芝三丁目５３番１地先から

戸畑区小芝三丁目３０番地先まで

１１６４ 小芝３０

号線

戸畑区小芝三丁目２２番３地先から

戸畑区小芝三丁目５２２７番５地先まで

１１６５ 小芝３１

号線

戸畑区小芝三丁目６９番地先から

戸畑区小芝三丁目１３４番地先まで

１２２３ 三六町３

号線

戸畑区三六町５３２７番地先から

戸畑区三六町５２７０番２地先まで

１２２４ 三六町４

号線

戸畑区三六町５３３５番地先から

戸畑区三六町５２７１番４地先まで

１２２５ 三六町５

号線

戸畑区三六町５２７４番９地先から

戸畑区三六町５２７５番１１地先まで

１２２６ 三六町６

号線

戸畑区三六町５３３９番１地先から

戸畑区三六町５２７５番３地先まで

１２２９ 三六町９

号線

戸畑区三六町６０番１地先から

戸畑区三六町５２０６番２地先まで

１２３０ 三六町１

０号線

戸畑区三六町１０番１地先から

戸畑区三六町５２０７番１地先まで

１２３１ 三六町１

１号線

戸畑区三六町１番１地先から

戸畑区三六町５２２０番２地先まで

１２３２ 三六町１

２号線

戸畑区三六町５２番地先から

戸畑区三六町５２２１番５地先まで
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１２３３ 三六町１

３号線

戸畑区三六町２０番２地先から

戸畑区三六町５２２１番３地先まで

１２５８ 新池８号

線

戸畑区新池三丁目５１０５番５地先から

戸畑区新池三丁目５１２４番２地先まで

１２７７ 新池２７

号線

戸畑区新池三丁目５１０４番３地先から

戸畑区新池一丁目８３番４地先まで

１２７８ 新池２８

号線

戸畑区新池三丁目５１１４番６地先から

戸畑区新池三丁目５３０１番地先まで

１２７９ 新池２９

号線

戸畑区新池三丁目５１１２番１地先から

戸畑区新池三丁目５１４３番２地先まで

１３６８ 千防３０

号線

戸畑区千防三丁目２１１番地先から

戸畑区千防一丁目１５番２地先まで

１３６９ 千防３１

号線

戸畑区千防三丁目１４２番地先から

戸畑区千防三丁目５１８８番３地先まで

１４５０ 中原西１

０号線

戸畑区中原西二丁目５４番７地先から

戸畑区中原西二丁目５９番１地先まで

１４５５ 中原西１

５号線

戸畑区中原西三丁目１番２１地先から

戸畑区中原西三丁目１番９地先まで

１４６６ 中原西２

６号線

戸畑区中原西一丁目１番３地先から

戸畑区中原西一丁目７７番１地先まで

１４６７ 中原西２

７号線

戸畑区中原西二丁目１３番地先から

戸畑区中原西二丁目６番１２地先まで

１４６８ 中原西２

８号線

戸畑区中原西二丁目１番５地先から

戸畑区中原西二丁目１１６番地先まで

１４６９ 中原西２

９号線

戸畑区中原西二丁目１３番地先から

戸畑区中原西二丁目１１０番地先まで

１４７３ 中原西３

３号線

戸畑区中原西三丁目２番６２地先から

戸畑区中原西三丁目２番６８地先まで
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１４７４ 中原東２

号線

戸畑区中原東四丁目４５番１１地先から

戸畑区大字中原４６番１９地先まで

１４８２ 中原東１

０号線

戸畑区中原東一丁目１番１地先から

戸畑区中原東二丁目１０番８地先まで

１４８６ 中原東１

４号線

戸畑区中原東三丁目１３番２地先から

戸畑区中原東三丁目１３番１地先まで

１４８７ 中原東１

５号線

戸畑区中原東二丁目１５番１地先から

戸畑区中原東二丁目９番３地先まで

１４８９ 中原東１

７号線

戸畑区中原東三丁目１３番３地先から

戸畑区中原東三丁目１２番２地先まで

１４９４ 中原東２

２号線

戸畑区中原東二丁目８番７地先から

戸畑区中原東二丁目６番１地先まで

１５０３ 中原東３

１号線

戸畑区中原東二丁目７番４地先から

戸畑区中原東二丁目６番６地先まで

１５０８ 中原東３

６号線

戸畑区中原東二丁目１０番４５地先から

戸畑区中原東二丁目９番１地先まで

１８９１ 中原東４

０号線

戸畑区中原東二丁目１０番５５地先から

戸畑区中原東二丁目１０番４５地先まで

１８９４ 千防３６

号線

戸畑区千防三丁目５１８９番１地先から

戸畑区千防三丁目１１４番地先まで

１８９５ 千防３７

号線

戸畑区千防三丁目５２５８番１地先から

戸畑区千防二丁目５６１３番１地先まで

１８９６ 千防３８

号線

戸畑区千防三丁目５３１０番１地先から

戸畑区千防三丁目５２５３番１地先まで

１８９７ 新池３３

号線

戸畑区新池三丁目５３０６番１地先から

戸畑区新池三丁目５２４９番２地先まで
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北九州市告示第４４６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和４年１２月７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  若松区第３８区青葉台自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 冨松龍次 北九州市若松区青葉台西一丁目８番９号 

変更後 宮本浩幸 北九州市若松区青葉台南三丁目１５番３

号 

３ 変更年月日 

  令和４年４月１日 
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北九州市告示第４４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和４年１２月７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  若松区第西２９区安屋自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 藤嶋德美 北九州市若松区大字安屋３４８５番地 

変更後 是松博視 北九州市若松区大字安屋２２９４番地１ 

３ 変更年月日 

  令和４年４月３日 
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工事名 小池特別支援学校作業教室棟大規模改修工事
工事場所 北九州市若松区大字小敷５８３番地１
工事内容 小池特別支援学校作業教室棟の大規模改修工事
工期 請負契約締結の日から令和６年２月２８日まで
予定価格 ２億６，９０８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
建築工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で令和４年１２月５日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構
成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和５年１月３１日　午前９時
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　　令和４年１２月７日

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　規定する有資格業者名簿をいう。

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告の日から令和４年１２月１２日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１２月１３日　午前９時から正午まで

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

北九州市公告第８２４号

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　令和５年１月１２日及び同月１３日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年１月１６日　午前９時から午後４時３０分まで

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）
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北九州市公告第８２５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づく道

路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第

７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和４年１２月７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和４年１２月７日 第４号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市八幡西区陣山三丁目１０番

４０、１０番４４、１０番４５及び

１０番４７ 

４．００ ２４．５５
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工事名 芦屋町中ノ浜他配水管布設替工事
工事場所 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１００ミリメートル　２９７．２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から２１０日間
予定価格 ４，３６９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和４年１２月５
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和５年１月１７日　午前９時１５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他
（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１３１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

公告する。
　　令和４年１２月７日

期間

（２）　令和４年１２月１３日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和４年１２月１２日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和５年１月１２日及び同月１３日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年１月１６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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工事名 力丸導水路線遠賀川水管橋補修工事
工事場所 北九州市八幡西区大字楠橋ほか
工事内容 リベット取換工　３２４本　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年３月１５日まで
予定価格 ３，５９４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の
構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実
績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で令和４年１２月５
日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 令和５年１月１７日　午前９時２０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

北九州市上下水道局公告第１３２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

公告する。
　　令和４年１２月７日

期間

（２）　令和４年１２月１３日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から令和４年１２月１２日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１）　令和５年１月１２日及び同月１３日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年１月１６日　午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注４　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
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工事名 新門司北一丁目地内（その３）管渠築造工事
工事場所 北九州市門司区新門司北一丁目

工事内容 塩ビ管　内径２００ミリメートル　管渠
きょ

工（開削）　２２９．５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１３０日間
予定価格 ３，７１２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１２月５日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和５年１月１７日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市上下水道局公告第１３３号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和４年１２月７日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和５年１月１２日及び同月１３日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年１月１６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１２月１２日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１２月１３日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

９　その他
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
　中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
　る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。９　その他
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工事名 紫川４号雨水幹線管渠築造工事
工事場所 北九州市小倉北区今町一丁目ほか

工事内容 ヒューム管　内径３００ミリメートル　管渠
きょ

工（開削）　１６．６５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和５年６月３０日まで
予定価格 ２，６４２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１２月５日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和５年１月１７日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和５年１月１２日及び同月１３日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年１月１６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１２月１２日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１２月１３日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８　入札の無
　効

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市上下水道局公告第１３４号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和４年１２月７日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
　中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
　る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

９　その他

　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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工事名 中原東一丁目地内他雨水（その４）合流改善管渠築造工事
工事場所 北九州市戸畑区中原東一丁目ほか
工事内容 管きょ工（開削）ＦＰＵ側溝３００型　２１６．４５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から３７０日間
予定価格 １億３，０９８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

その他
この工事は、週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事である。詳細については、特記仕
様書を確認すること。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２９年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和３年度又は令和４年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和４年１２月５日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員
　を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 令和５年１月１７日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

８　入札の無
　効

（１）　令和５年１月１２日及び同月１３日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和５年１月１６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和４年１２月１２日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和４年１２月１３日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

北九州市上下水道局公告第１３５号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　令和４年１２月７日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼　尾　明　利

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

１　工事概要
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９　その他

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。

注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
　号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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